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生活の党と山本太郎となかまたち 山本太郎
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「内閣サイバーセキュリティセンター」ホームページより、山本太郎事務所作成



｜ サイバーセキュリティ戦略本部重大事象施策評価規則について ｜ 
「国の行政機関で、発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価（原因究明のための調査を含む。）」

が本部の所掌事務として基本法に規定されたことに伴い、当該事務の処理要領を本部決定として定めるもの。

1.国の行政機関が運用する情報シス
テムにおける障害を伴う事象であっ
て、 行政事務の遂行に著しい支障
を及ぼす（おそれがある）もの

2.情報の漏えいを伴う事象であって、
国民生活又は社会経済に重大な影
笠を与える（おそれがある）もの

3.我が国のサイバーセキュリティに対
する園内外の信用を著しく失墜させ

る（おそれがある）事象（例：我が国の
行政機関のサーバー等が、他国へのサ
イバー攻撃の踏み台とされるケース）

園の行政機関

①事象発生の認知

②被害の特定、原因究明

③復旧・再発防止策の
立案・実施

発生報告 』

確認通知

4 補充調査（※）

可ミ‘

サイバーセキュリティ
戦略本部

結果の報告E

！④復旧・再発防止策の評価

（注） ーーー ：基本法第30条に基づく資料提供等を活用

（※）デジタルデータの保全・分析とし、ったフオレンジック調査。

関係行政機関と本部は、緊密な連携を図るとともに、秘密保持に留意する。

本部は、評価等を踏まえ、必要に応じて勧告や政府機関統一基準群の改定等知見のフィードバックを行う。

迅速・柔軟な対応のため、上記の本部事務（原則として④の評価を除く）は、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて処理。 1 



！ サイバーセキュリティ戦略本部資料提供等規則について ［ 

基本法第30条第1項の規定に基づき、関係行政機関の長は、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料等を適時に提供

しなければならないところ、その具体的な提供要領等を本部決定として定めるもの。

｜対挺なる資料等1
－特定重大事象（重大な事象の施策評価（原因究明等）の対象となるもの）に該当する事象に関
する重要なものその他我が国のサイバーセキュリティの向上に資するもの（ヒヤリハット、ベスト
プラクティス、インシデント発生件数等）

－その他本部の所掌事務の遂行に資すると行政機関の長が認めるもの

｜提供方法（様式等） ｜ 

報告項目や様式等の細目については、別途、内閣サイバーセキュリティセンターが通知。

園調理冨翠霊盟塞翠冨量

，その他

基本法第31条第1項の規定に基づき、本部は、自治体や独立行政法人等の法人に対して資料提出等必要

な協力を求めることができるところ、その対象となる特殊法人・認可法人を本部決定として指定するもの。

え

－基本法第30条・第31条に基づく事務（国の行政機関からの資料受付、本部長による資料提供等の求め、自

治体等への協力の求め等）、提出された資料等に基づく関係行政機関の長に対する本部長の勧告（基本法
第27条第3項）等については、迅速な対応のため、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて処理。 12 



｜ サイバーセキュリティ基本法（関連規定抜粋） 園［
（所掌事務等）

第二十五条本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
三 国の行政機関で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価（原因究明のための
調査を含む円）に関すること。

（サイバーセキュリティ戦略本部長）
第二十七条
3 本部長は、第二十五条第一項第二号から第四号までに規定する評価又は第三十条若しくは第三十一条の規定に
より提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することが

できるD

（資料提供等）
第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又

は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行
に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

（資料の提出その他の協力）
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体及び独立行政法人の
長、国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人をい
う。）の学長、大学共同利用機関法人（同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。）の機構長、日本
司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターを
いう。）の理事長、特殊法人及び認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立等に関し行政官庁の認
可を要する法人をいう n ）であって本部が指定するものの代表者並びにサイバーセキュリティに関する事象が発
生した場合における国内外の関係者との連絡調整を行う関係機関の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しでも、
必要な協力を依頼することができる。 3 














